
金融商品取引所に上場されている
有価証券や国内外の債券の
お取引に関9.
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上場有価証券に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券の売買等は、次のいずれかの方法によります。

・　取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理

・　当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）

・　上帰詁齃 出なは、介、取次ぎ又は代理







3．円貨建て債券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法に
よって行われます。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応し寂返 概 媬 椵 養 榆















　格付会社に対し、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登
録制が導入されております。
　これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金
融商品取引法により、無登録の格付業者が付与した格付（以下「無登録た格敏てざざます｛等伴用 側 ô登録ゐ璟 信用格付業者はた た ▂








